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平成２４年 第１回（定例）須 恵 町 議 会 会 議 録（第１日） 

平成２４年３月２日（金曜日） 

議事日程（第１号） 

平成２４年３月２日 午前１０時００分開会 

日程第 １ 会期の決定について 

日程第 ２ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ３ 町長諸報告 

日程第 ４ 議会報告 

日程第 ５ 議案第 １号 平成２３年度須恵町水道事業会計補正予算（第２号）の専決処分 

             について 

日程第 ６ 議案第 ２号 財産の取得の変更について 
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日程第１０ 議案第 ６号 平成２３年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

日程第１１ 議案第 ７号 平成２３年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１２ 議案第 ８号 平成２３年度須恵町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１３ 議案第 ９号 平成２３年度須恵町水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第１４ 議案第１０号 須恵町子宝応援手当支給条例を廃止する条例の制定について 

日程第１５ 議案第１１号 須恵町営住宅管理条例を廃止する条例の制定について 

日程第１６ 議案第１２号 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部を改正する条例 

日程第１７ 議案第１３号 須恵町税条例の一部を改正する条例 

日程第１８ 議案第１４号 須恵町学校施設開放の管理運営に関する条例の一部を改正する条例 

日程第１９ 議案第１５号 須恵町立社会体育施設の管理運営に関する条例の一部を改正する条      

             例 

日程第２０ 議案第１６号 須恵町社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例 

日程第２１ 議案第１７号 須恵町立美術センター久我記念館の設置及び管理運営に関する条例の

一部を改正する条例 

日程第２２ 議案第１８号 須恵町文化会館の設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条

例 

日程第２３ 議案第１９号 須恵町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する

条例 

日程第２４ 議案第２０号 町営路線の区域の変更について 

日程第２５ 議案第２１号 町営路線の認定について 
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日程第２６ 議案第２２号 第二幼児園建設工事の施工について 

日程第２７ 議案第２３号 社会教育施設下水道排水設備工事の施工について 

日程第２８ 議案第２４号 土木工事の施工について 

日程第２９ 議案第２５号 下水道工事の施工について 

日程第３０ 議案第２６号 水道工事の施工について 

日程第３１ 議案第２７号 平成２４年度須恵町一般会計予算の提出について 
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日程第３７ 陳    情 国民医療と国立病院の充実強化を求める陳情書 
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午前10時00分開会 

○議長（三  良人）  おはようございます。 

 本議会中に、卒園式、卒業式が入っています。変則日程になっていますが、最終日まで気を引

き締めていきましょう。 

 開会前に広報特別委員会より、会期中の議場内写真撮影の申し出があっており、許可したいと

思いますのでよろしくお願いします。 

 ただいまから、平成２４年第１回須恵町議会定例会を開会します。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 議会運営委員長に運営委員会の経過報告を求めます。６番、荒木敏光議員。 

○議会運営委員長（荒木 敏光）  おはようございます。 

 議会運営委員会の経過報告をいたします。 

 ２月２４日午前１０時より、議会運営委員会を開催し、２４年第１回定例会の運営について協

議をいたしました。 

 今回、提出された議案は、３２件でございます。 

 議案第１４号及び１５号、１６号から１８号、２０号及び２１号、２７号から３２号までは、

関連議案でありますので一括議題と考えております。 

 また、１４号から１９号については、外部規約の変更による文言等の変更でありますので、委

員会付託を省略し、本日採決を行いたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 陳情が２件、（持参）により提出されております。 

 また、住民課、税務課より、専決処分の申し出があっておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 会期は、本日から１９日までの１８日間としております。 

 中本会議を８日午前１０時より、一般質問を９日午前９時より行います。 

 また、５日と１２日の工事現場視察は９時３０分より、１５日の予算審査特別委員会は、中学

校卒業式のため午後１時３０分より行います。 

 ８日の中本会議終了後、広域行政調査特別委員会、１９日の本会議終了後に全員協議会、全員

協議会終了後、広報特別委員会が開催されます。 

 以上、議会運営委員会の報告を終わります。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１．会期の決定について 

○議長（三  良人）  日程第１、会期の決定についてを議題とします。 

 第１回定例会の会期を、本日から３月１９日までの１８日間とすることに、御異議ありません
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か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、第１回定例会の会期を本日から３月

１９日までの１８日間と決定しました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第２．会議録署名議員の指名について 

○議長（三  良人）  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１０条の規定により、１４番議員、１番議員を指名します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第３．町長諸報告 

○議長（三  良人）  日程第３、町長の諸報告を求めます。中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  ２４年第１回の議会を招集いたしましたところ、全員御出席のもと、開会

をできますことに心から感謝と御礼を申し上げます。 

 平成の２２年度までは、本当に町民の方に、辛抱していただいて、耐えていただいて、厳しい

財政状況でございましたが、２３年の第１回議会のときに、２３年度から積極的な行財政の運営

をしていくという報告をしたわけでございます。 

 議会議員の方々の御支援と御協力をいただきながら、非常に、こう、すばらしい財政運営、行

財政の運営ができたことを心から感謝と御礼を申し上げます。   

決算においては、８０億円を超す２３年度の予算になったわけでございます。 

 ２４年度も引き続き、そういった形での積極的な財政運営に心がけていきたいというふうに思

っております。 

 まだ、決算は終わっておりませんけれども、基金残高としては、２２年で２４億円程度、

２３年度も同額の基金を残すことができました。 

これもひとえに、町民の方々、また、議員各位の御支援のたまものと感謝と御礼を申し上げます。 

平成２４年度一般会計予算について   

 それでは、一般会計予算のほうから、諸報告を申し上げます。 

 平成２４年度一般会計歳入歳出予算につきましては、総額７５億７,０００万円の予算を提出

いたしております。 

 この予算には、２５年度に開園を予定しております第二幼児園建設関係の事業費を含んでおり

まして、前年度当初予算に比較しますと４億８,４００万円の増額、伸び率といたしまして

６.８％と、２３年度に引き続き７０億円を超す予算編成をいたしております。 

 さて、平成２３年は、御承知のとおり、千年に一度といわれる大地震に東日本が見舞われまし
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た。さらには、福島第一原発事故が起こった年でございます。 

 １９７０年代に２度のオイルショック以降、石油に変わり、日本の生活基盤、産業基盤に欠か

すことができないエネルギーとして、およそ３割の電源供給をしてきた原子力発電でございます

が、その安全神話がもろくも崩壊しまして、人々の生活基盤、産業基盤をも奪う日本で最大規模

の事故であったわけでございます。 

 この震災や事故から早くも１年がたとうとしているわけでございますが、震災地復興を果たす

ためには、日本の政治力が必要と言われておりますけれども、政府が講ずる政策は、遅きに資し

た感は否めないようで、新聞報道で伝えられておりますように、国民の政府への信頼は失墜する

と同時に、不信は、極限まで達している状況のようでございます。 

 言うまでもなく、須恵町は、原子力発電所はございませんが、町民の生活基盤を守っていくこ

とは、行政の基本でございます。 

 町民が安全で安心して暮らせる町づくりはもとより、予算執行におきましても、行財政改革、

行財政健全化に努め、遅きに資することがないよう、積極的な財政運営を行ってまいりますので、

本年もよろしくお願いをいたします。 

 それでは、本町の一般会計の歳入予算でございますが、まず、町税でございますが、個人住民

税につきましては、雇用、消費の動向は、依然厳しい状況に変わりはありませんが、若干の持ち

直しを見込みまして２％の増といたしております。 

 固定資産税につきましては、２４年度が３年に１度の評価替えの年でありますので、３.６％

減といたしております。 

 町税全体にしましては０.４％の増、１,０２０万円の増収を見込んでおります。 

 次に、国家予算の２割を占めます地方交付税でございますが、政府の財政運営戦略、中間財政

フレームに沿って、平成２３年度と同様、実質的には同水準となるよう確保されましたところか

ら３.７％の増といたしております。 

 歳入全体の財源不足につきましては、減債基金の取り崩し２億８,０００万円で対応いたして

おります。 

 次に、歳出でございますが、不要な予算や、効果が余り期待できない施策は、抑制を図り、行

財政改革を推進する予算といたしております。 

 まず、人件費でございますが、これまで、職員数の削減につきましては、積極的に取り組んで

まいりましたが、２４年度の職員数は、特別職を含めまして１４４人、対前年度比較で６人の減

となっております。 

 内容といたしましては、定年退職４人、普通退職者２人でございます。 

 職員の給与につきましては、負担率の引き上げによる共済組合負担金や、嘱託職員の増員など
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の増額要素はございますが、昨年の人事院勧告の実施に準じた給与等の引き下げや職員数の減に

よりまして１,６００万円の減額となっておるところでございます。 

 次に、道路整備を初めとする基盤整備事業などの、いわゆる普通建設事業費でございますが、

前年度に比べまして、３倍の予算８億２,６００万円を計上いたしております。 

 主な事業といたしましては、第二幼児園建設等の事業がおよそ５億円、道路改良費の土木事業

はおよそ１億５,０００万円、文化会館、あおば会館周辺施設の公共下水道接続工事がおよそ

２,３００万円など、５億５,０００万円の増額となっておるところでございます。 

 今後も、町当局といたしましては、安全で安心な住みよい町づくりを目指して、なお一層、気

を引き締め、健全な財政運営に努めてまいる所存でございますので、どうか、議員各位の御理解、

御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

平成２４年度国民健康保険特別会計予算について   

 次に、国民健康保険特別会計についてでございますが、平成２４年度の国民健康保険特別会計

当初予算は、総額２９億９,３０８万４,０００円で、前年度当初予算と比較いたしまして１億

１,５５６万２,０００円、率にいたしまして３.９％の増となっております。 

 過去においては、大体、医療費予算というのは、その一般会計予算の３分の１程度ということ

でございましたが、今は、そういった社会保障費が伸びまして、約４割を占めておるという状況

でございます。 

 歳入につきましては、国民健康保険税では、前年度と比較しますと２,０００万円の増となっ

ておりますが、国民健康保険税の当初予算は、あくまでも２２年度の所得により試算しておりま

すので、昨年の東日本大震災と、近年にない円高により、２３年度の景気が悪化している状況か

ら見ましても、３月の所得税申告により個人所得の減少が懸念され、本課税におきましては、マ

イナスとなるのではないかと推測され、それに伴い徴収率の低下も懸念されます。 

 また、３款国庫支出金から７款共同事業交付金の予算は、各補助率並びに内示額により計上さ

れております。 

 歳出の主なものは、２款保険給付費で、医療費の伸びを、２３年度の決算見込みにより２％の

伸びに抑え、予算の対前年度比は１.４％の伸びとなっております。 

 また、３款後期高齢者支援金から７款共同事業拠出金の予算は、支払い基金並びに国保連合会

からの試算及び内示額となっており、合計で１０％の伸びとなっております。 

 歳出の予算に対し、歳入の財源不足は８,４８５万７,０００円となっておりまして、不足分は、

国の財政調整交付金を過大に計上し、収支の調整を行っております。 

 国民健康保険は、少子化や後期高齢者医療制度への移行の影響と、経済の低迷が長期化し、リ

ストラによる失業者の国保への加入が増加していることや、他の保健制度に加入していない低所
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得者や、７５歳未満の前期高齢者を多く抱えているという構造的な問題を抱えておりますが、須

恵町国民健康保険の財政安定化を図り、町民皆保険を堅持し、将来にわたり持続可能なものとし

ていくために、今後とも議員各位の御支援と御協力をよろしくお願いいたします。 

平成２４年度水道事業会計予算について   

 終わりに、平成２４年度の水道事業会計の予算についてでございますが、平成２４年度水道事

業会計予算でございますが、収益的収支予算は、収入額５億８,２３７万円で、前年度比０.８％、

金額にして４,６０７万９,０００円の増であります。 

 支出額５億６,１２４万５,０００円で、前年度比マイナス１.１％、金額にして６３０万円の

減であります。 

 これは、原水及び浄水費の企業団への受水費、配給及び給水費の総経費の人件費並びに企業債

の支払い利息等の減によるものであります。 

 ２４年度は２,１１２万６,０００円程度の利益剰余金が見込まれております。 

 ２３年度に須恵ダムに泥水が流れ込み、水が濁ったため、緊急対策といたしまして、専決処分

で予算を補正し、防護膜を設置いたしましたが、今は、良質な水が流れてたまっております。良

質な水を安定的に供給できるよう、２４年度は、第二浄水場の基本計画策定業務委託料を予算化

いたしております。 

 次に、資本的収支予算は、収入額５,０００万円で、前年比マイナス５０.５％、石綿管改良工

事に伴う企業債及び国庫補助金の減によるものであります。 

 支出額２億１,２５３万６,０００円で、前年度比マイナス２４.９％、配水施設改良工事の減

によるものであります。 

 不足額の１億６,２５３万６,０００円は、損益勘定留保資金で補てんするものであります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより、町長の諸報告に対する質問に入りますが、議案に関係のある事

項につきましては、提案のときにあわせて質問をお願いします。 

 町長の諸報告に対する質問に入ります。 

 質問はありませんか。――質問なしと認めます。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第４．議会報告 

○議長（三  良人）  日程第４、これより、議会報告に入ります。 

 なお、組合議会報告につきましては、議案審議内容だけを簡潔に御報告していただきますよう

お願いします。 

 まず、閉会中に、須恵町外二ヶ町清掃施設組合議会が開催されておりますので、組合議員の報
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告を求めます。１２番、長澤誠司議員。 

○議員（１２番 長澤 誠司）  須恵町外二ヶ町清掃施設組合の議会報告をいたします。 

 まず、初めに、議員控室のほうに、こちらの、平成２４年第１回の議案書と２４年度の予算書

を置いておりますので、御参照していただければ幸いでございますし、また、お手元に大きな抜

粋したとこの書類を、資料をお手元に配付しておるとこでございますので、それを含めたとこで

報告をしたいと思います。 

 去る２月１７日金曜日、午後１時半から、クリーンパークわかすぎの会議室におきまして、平

成２４年第１回須恵町外二ヶ町清掃施設組合議会定例会が開催されました。 

 まず、組合長の諸報告がございまして、し尿処理施設、ボタ山にあります酒水園ですが、安定

した放流水質を維持されており、４月から本年１月までの１０カ月間におきましては、約１万

５,０００キロリットルのし尿を処理し、順調に稼働業務が行われていることでありました。 

 クリーンパークわかすぎの運営管理につきましては、ＲＤＦ施設及びリサイクル施設の両施設

とも、順調に稼働しており、４月から本年１月までの１０カ月間におきましては、約３万

６,０００トンの可燃ごみを処理し、約２万１,０００トンのＲＤＦを大牟田リサイクル発電所へ

搬出しており、また、リサイクルプラザにおきましては、同じ期間で、約１,９００トンの不燃

粗大ごみを処理しており、アルミ缶、スチール缶、ペットボトル等の有価物の売却益が、約

２,９００万円出ているとの報告がありました。 

 大牟田リサイクル発電事業関係につきましては、１２月２７日の大牟田リサイクル発電事業運

営協議会において、ＲＤＦ処理施設、処理単価の９,５００円から１万２,２００円への値上げを

含む暫定予算事業計画が決定され、その後、福岡県との個別協議経過についての報告があり、平

成２９年度以降の延長問題の協議期間が、平成２４年度まで延長されたことも踏まえ、今後、協

議結果を報告していくとのことでございます。 

 次に、議案について報告いたしますが、議案第１号の平成２３年度須恵町外二ヶ町清掃施設組

合一般会計補正予算（第２回）についてでございます。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ１億４６９７万４,０００円を減額して、歳入歳出の予算の

総額をそれぞれ２４億５,３１４万１,０００円とするものであります。 

 歳入の主な増減につきましては、１款分担金及び負担金におきまして、総額１億２２２万

８,０００円の減額で、須恵町分におきましては、分担金が３,０１４万円の減額となっておりま

す。 

 その他の歳入につきましては、資源有価物売り払い収入の９６０万円の増額、受託事業収入で

は、宇美町・志免町の受託事業収入が、合わせて５,４３５万８,０００円の減額となっておりま

す。 
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 次に、歳出の主な増減につきましては、３款衛生費のごみ処理施設運営管理費の負担金及び交

付金について、篠栗町側、須恵町側、町道改良工事費の執行残による１億３,６３５万６,０００円

の減額でございます。 

 ごみ処理施設運営管理費とリサイクルプラザ運営管理費の委託料について、宇美町最終処分場

への搬出量をゼロに抑えたことに、最終処分処理量、ごみ処理リサイクルプラザ合わせて

１,６８７万５,０００円の減額でございます。 

 ごみ処理運営管理費の委託料について、平成２４年度から処理単価、さっき申しました

９,５００円から１万２,２００円の増額改定に伴い、平成２３年度中のＲＤＦ搬出量の増量に努

力しているところで、その増量に伴う処理委託料２,３５４万１,０００円と、運搬委託料

４５３万４,０００円の増額となっております。 

 ここで、皆さん、報告受けてあるですが、ちょっと、不思議だなと思うので、質疑される前に

もう言っときますが、ごみを減らすことによって、大牟田の発電所に行く量が減るから、大牟田

のほうは予算が減っていくから、余計に処理委託料、ああいうのが上がっていくような形で、世

の中、ごみの減量化にいって、実際のとこは、ごみをふやしていく、いかんと経営が成り立たん

とか、不思議なとこでございまして、こういう質問のおかしいとこが、前組合長でございますん

で、その人に振ってもらえば幸いでございます。 

 次に、議案第２号平成２４年度の須恵町外二ヶ町清掃施設組合一般会計予算についてでござい

ます。 

 歳入歳出総額をそれぞれ２４億７,５５２万３,０００円と定めるもので、予算総額に対する前

年度比は１億２,４５９万２,０００円の減額で、率にしまして４.７９％の減となっております。 

 歳入につきまして、１款分担金及び負担金と、５款宇美町・志免町の受託収入の合計が２４億

４,６９５万１,０００円で、歳入全体の９９.８５％を占めるものであります。 

 １款分担金及び負担金の須恵町分につきましては、資料の３町の分担金及び、宇美町・志免町

の受託事業収入を表示しておりますが、総額５億１,０４３万円で、前年度より２,４２５万

１,０００円の減額となっております。 

 次に、歳出ですが、前年度と大きく変更になった点を説明いたします。 

 衛生費のし尿処理施設酒水園の運営管理につきましては、前年より８２７万４,０００円の減

額で、委託料、その中の維持管理運営委託を、薬品代、オイル代、水資試験用消耗品代を加えた

包括委託変更を契約することにより、需用費の減額と委託料の増額になったような結果でござい

ます。 

 ごみ処理施設運営管理費につきましては、全体として、前年度より８,２５２万５,０００円の

減額ですが、ＲＤＦ処理単価の増額改定により、委託料のＲＤＦ処理委託料でございますが、委
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託料の増、須恵町側道路工事の平成２３年度完了により、負担金、補助金及び工事負担金の減と

なります、須恵町分の側のほうの道側がもう工事が終わったということでございます。 

 それから、リサイクルプラザ管理運営管理費につきましては、前年度より１,６００万

８,０００円の減額で、委託料、最終処分委託料につきまして、搬入量の減量による減額となっ

ております。 

 公債費につきましては８億２,３４２万９,０００円で、市町村振興資金償還元金及び利子の平

成２３年度返済完了により、前年度より１,３３８万２,０００円の減額となっております。 

 以上、議案２件の上程がございましたが、慎重審議の結果、全員賛成で可決をしております。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（三  良人）  次に、北筑昇華苑組合議員の報告を求めます。７番、吉本實議員。 

○議員（７番 吉本  實）  北筑昇華苑組合議会報告をさせていただきます。 

 平成２４年２月２０日に古賀市役所会議室において、第１回定例会が開催されました。 

 まず、第１号議案平成２３年度補正予算で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

１,７８７万円を追加し、歳入歳出予算の総額がそれぞれ２億４,２６１万１,０００円となりま

した。財政調整基金へ約２,６００万円積み立てる分と、決算見込みによる不要額の減額による

ものです。 

 全員賛成で可決されました。 

 第２号議案平成２４年度当初予算で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億４,９４１万

７,０００円と定めるものです。前年度と比べ２,４６７万６,０００円の増となっております。 

 歳出の主なものとして、待合室屋上防水工事２,０００万円などが計上されています。 

 これも、全員賛成で可決されました。 

 仔細につきましては、議員控室に資料を置いていますので、御参照いただきますようよろしく

お願いいたします。 

 以上、北筑昇華苑組合議会報告を終わります。 

○議長（三  良人）  次に、粕屋南部消防組合議会議員の報告を求めます。５番、田原重美議員。 

○議員（５番 田原 重美）  粕屋南部消防組合議会定例会が開催されましたので、報告をいたし

ます。 

 去る２月２１日平成２４年度第１回定例会が開催されました。 

 議事日程につきましては、お手元に配付している資料のとおりでございます。 

 議案第１号は、専決処分の承認についてです。 

 粕屋南部消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例が専決処分されており、今

回承認したものです。 
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 改正の内容は、人事院勧告に基づく改正で、組合構成町と同じです。 

 議案第２号は手数料徴収条例の一部を改正する条例です。改正内容は、内部浮き蓋付特定屋外

タンク貯蔵所に係る審査手数料が設けられたことによる改正で、当組合管内にはありません。 

 全員賛成で可決しております。 

 議案第３号は火災予防条例の一部を改正する条例です。 

 改正内容は、危険物の規制に関する政令の一部改正で、新たに炭酸ナトリウム過酸化水素付加

物が危険物に追加されたので、火災予防条例の附則に経過措置を設けるものです。 

 全員賛成で可決しております。 

 議案第４号は平成２３年度粕屋南部消防組合一般会計補正予算です。 

 歳入歳出予算の総額から２,４９５万３,０００円を減額する補正予算で、主なものは、歳出で

人件費等の執行残を減額し、歳入で構成町の分担金を減額したものです。 

 なお、須恵町分は３７０万円減になります。 

 全員賛成で可決しております。 

 議案第５号は平成２３年度粕屋中南部休日診療所事業特別会計補正予算です。 

 歳入歳出予算の総額から１,００２万３,０００円を増額する補正予算で、主なものは、歳入で

前年度繰越金の増額、歳出で積立金及び予備費の増額です。 

 全員賛成で可決しております。 

 議案第６号は平成２４年度粕屋南部消防組合一般会計予算です。 

 歳入歳出予算の総額を１７億４,６３３万円と定めるもので、対前年度比マイナス１.７％の比

率です。 

 今年度の主な事業は、中部消防署、空調機更新工事２,０５２万円、消防救急デジタル無線実

施設計委託料６８６万円等が計上されております。 

 全員賛成で可決しております。 

 議案第７号は、平成２４年度粕屋中南部休日診療所事業特別会計予算です。 

 歳入歳出予算の総額は３,８０７万４,０００円と定めるもので、前年度並みの予算計上になっ

ています。 

 全員賛成で可決しております。 

 最後に、一般質問があり、消防救急無線のデジタル化についての質問がありました。 

 なお、議案書及び補正予算書、２４年度当初予算書につきましては、議員控室に置いておりま

すので御参照ください。終わります。 

○議長（三  良人）  次に、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会の報告を求めます。１０番、

三上政義議員。 
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○議員（１０番 三上 政義）  平成２４年第１回糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会定例会の

報告をいたします。 

 資料を、お手元のほうにお配りしておりますので御参照ください。 

 議案第１号平成２３年度糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合一般会計補正予算（第３回）で、歳

入歳出予算の総額からそれぞれ４９１万４,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を

７,６０８万６,０００円とするものでございます。 

 森林環境保全直接支援事業補助金の減及び間伐収入の落ち込みが主な理由となっており、全員

賛成で可決いたしました。 

 次に、議案第２号平成２４年度糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合一般会計予算についてでござ

います。 

 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ４,８４１万８,０００円と定める。前年度と比べ

３９７万８,０００円の減となっております。 

 減額の主なものは、事業費において、林業総務費マイナス９５万８,０００円、林道建設費マ

イナス２９７万１,０００円となっております。 

 また、昨年の国の第３次補正予算、林業再生事業で予定されていた宇美・須恵事業区の作業道

については、須恵ダム汚濁問題の事情にかんがみ、条件が整うまで見合わせるということとして

おり、事情が許せば、補正予算で対処したいと考えてあるそうでございます。 

 全員賛成で可決いたしました。 

 以上、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合議会報告を終わります。 

○議長（三  良人）  その他、閉会中の活動につきましては、議席に資料を配付しておりますの

で、御報告を省略します。 

 議会報告が終わりましたので、これより質問に入ります。質問はありませんか。松山議員。 

○議員（３番 松山 力弥）  須恵町外二ヶ町清掃施設組合にお尋ねしますけども、迷惑施設であ

ります、クリーンパークでございますが、３０年の３月末日で、稼働が、一応、契約が切れると

思いますけども、今後の、施設につきましての話し合いができてるものか、そこらへんちょっと

お尋ねいたします。 

○議長（三  良人）  長澤議員。 

○議員（１２番 長澤 誠司）  今の御質問の件でございますが、今、組合長が篠栗の三浦町長で

ございまして、その件を、今、言いましたように、まだ、どういうふうか、形は出てませんが、

そもそも県のほうもあるもんだから、大牟田のほうとの契約の中をどうするかというのは、まだ、

はっきりした答えは出てませんが、一応、協議しながら決定し報告していくっていうことで、

３町長とですね、そういうふうな報告は受けておりますが。 
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 まだ、２９年度以降のあれは、まだ、はっきりこうしますとかいう話は出ておりません。よろ

しいでしょうか。 

○議長（三  良人）  何か。他に。ないですか、報告。町長ありません、中嶋町長。 

○町長（中嶋 裕史）  若干、補足をさせていただきますが、２９年度末という、その、正式な文

書の中での文言は出てきてないんですけれども、まあ、稼働後５年をめどにっということで、も

う５年経過して１０年目に入ってきてるんですが、に、次の候補地の策定作業に入るということ

でございますが、もう、既に５年を経過しておるわけでございます。 

 先ほど、長澤議員、言われたように、その後の問題につきましては、地元との協議がまず大事

でございますので、確たるものは言えないわけでございますが、２４年度から、その地元協議に

入っていくということでございます。 

 ただ、大牟田発電との、ＲＤＦのその搬入の問題で、県あるいは電源開発大牟田発電について

は、もう、延長ありきで考えておりますが、それには、当組合としては、延長ありきということ

は考えておりませんという、くぎを刺しております。 

 と申しますのが、先ほど言われましたように、ＲＤＦが８,５００円から１万２,２００円に値

上がりをすると、それで、大牟田発電のほうの努力があってるのかと、あるいは、売電単価にし

ても、今、９円で売電をしてるわけですが、再生化エネルギーの中で太陽光なんかは、一番高い

ときで３８円で売っておるわけです。 

 いずれにいたしましても、ＰＰ……ＰＰＳ何とかっていうような電源を買い取るシステムがあ

るわけですけれども、大体、８円から１５円ぐらいで、今、入札が行われていうことでございま

すので、大牟田発電については、１％上がることによって１億円の売電単価が上がるということ

です。 

 で、赤字のときに、電源開発が２億１,０００万円、それから、県が２億１,０００万円を増資

して、その９,５００円に抑えた経歴があるわけですね、過去の実績として。 

 それが、大牟田発電が終わるときに、そのお金は残っとかないかんという銀行団との話し合い

があって、それはおかしいでしょうということも、当組合から、今、大牟田発電のほうに言って

おります。 

 だから、平成２９年度以降、大牟田発電とのお付き合いについては、確約はいたしておりませ

ん。 

 で、ピッティング、Ｐっていいます、その、いわゆる大牟田発電に持っていく燃料の部分、そ

れを民間の企業、事業所に持っていけば、極端な話、２,０００円で買い取るというところもあ

るわけです。そうしますと１万円の差が出てくるわけでございます。 

 ただ、安定供給が難しいという、その不安材料も残っておるわけでございますので、もろもろ
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そういったことを考えて、いわゆる、売電単価を上げるか、あるいは、ピッティングヒーの、そ

の持っていく、単価を下げるかによって、ＲＤＦの経営をうまくやっていこうと、で、本町から

も、５億円以上の、いわゆる、ごみの焼却にお金を出しておるわけでございますから、非常に、

５円上がれば、うちあたりの負担も１億円から下がると、町からの、いわゆるクリーンパークに

出すお金がですね。 

 そういうことでございますので、今のところは、電源開発あるいは大牟田発電に、そういう努

力をしてほしいという要望を今、私のところと、阿蘇の広域の清掃施設組合から出しておるとこ

ろでございます。 

 で、株主総会では、阿蘇が反対いたしましたので、先ほど、長澤議員がおっしゃったように暫

定予算ということで１万２,２００円ということで、今回、その搬入の単価が決まったというこ

とでございます。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  松山議員。 

○議員（３番 松山 力弥）  今、詳しい説明を伺いましたけど、私が心配しとるのは、１４年の

１２月１日より稼働しまして、その前にですね、約１０年来の場所決めとか、かかりまして、決

定しましてから稼働するまで約５年かかっております。 

 今、３０年の３月の計算しますと、もし、篠栗と地元からですね、話し合いができなかった場

合ですよ、そういうときに、場所の変更をした場合には、最低五、六年はかかると思いますんで、

そこら辺の話ですね、私が質問したい理由でございますので、そういう形で、組合のほうでも御

検討をお願いしたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（三  良人）  ほかに質問ありませんか。――これにて、質問を終結します。 

 ここで、お諮りいたします。 

 暫時休憩をしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、暫時休憩いたします。 

 再開を１０時５５分といたします。休憩に入ります。 

午前10時48分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時55分再開 

○議長（三  良人）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 これより、議事に入りますが、一括議題についてお諮りします。 
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 議案第１４号及び議案第１５号、議案第１６号から議案第１８号、議案第２０号及び議案第

２１号、議案第２６号から議案第３１号は、それぞれ、関連議案でありますので、一括議題とす

ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、一括議題とすることに決定しました。 

 また、議案第１４号から議案第１９号については、上位法律の変更による条例の改正でありま

すので、委員会付託を省略し、本日採決を行いたいと思いますが御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略し、本日採決を行うこ

とに決定しました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第５．議案第１号 

○議長（三  良人）  日程第５、議案第１号平成２３年度須恵町水道事業会計補正予算（第

２号）の専決処分についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。今泉上下水道課長。 

○上下水道課長（今泉 智明）  議案書１ページをお願いいたします。 

 議案第１号平成２３年度須恵町水道事業会計補正予算（第２号）の専決処分について。 

 地方自治法第１７９条第１項の規程により平成２３年度須恵町水道事業会計補正予算（第

２号）を別冊のとおり専決したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるもの

でございます。 

 別冊の、２３年度補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条、平成２３年度須恵町水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 第２条、第３条に定めた収益的支出の予算を次のとおり補正する。 

 支出第１款水道事業費第１項営業費用補正予定額７００万円。これは、原水及び浄水費で、昨

年１１月末に発生いたしましたダム水質汚濁の対策として、今後の雨水の濁り水となり、ダムに

流れ込み、ダムの水が給水に使用できなくなるため、汚濁防止膜の設置を早急に行う必要がある

と判断し、専決したものです。 

 なお、設置を２月１５日に行い、その後、２月２２日に雨量が４０ミリで水質が濁り、それを

遮断し、ダムからの取水は、水質基準値以下で使用しております。 

 以上、審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 よって、議案第１号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１号平成２３年度須恵町水道事業

会計補正予算（第２号）の専決処分についてを総務建設産業委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第６．議案第２号 

○議長（三  良人）  日程第６、議案第２号財産の取得の変更についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。稲永子ども教育課長。 

○子ども教育課長（稲永 修司）  議案書の２ページでございます。 

 議案第２号財産の取得の変更について。 

 下記のとおり、財産を取得することについて、地方自治法第９６条第１項の規程により本議会

の議決を求めるものでございます。 

 今回の変更につきましては、第二幼児園の建設用地を追加するものでございます。 

 追加取得する財産は、須恵町大字旅石字篠堀５６０番２、宅地約１６４.１７平方メートル、

取得額６００万円及び建物移転補償金一式の１８０万円でございます。 

 追加取得する理由といたしましては、詳細設計を今、行っておりますが、その過程の中で、倉

庫を大型化する必要が生じました。園庭を有効活用するため、調整池とあわせて配置を検討いた

しましたが、どういたしましても手狭となりますため、追加買収をするものでございます。 

 ３ページ、４ページに、位置図、地番図を添付しております。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 よって、議案第２号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第２号財産の取得の変更についてを

文教厚生委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第７．議案第３号 

○議長（三  良人）  日程第７、議案第３号須恵中学校耐震補強工事の施工についてを議題とし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。稲永子ども教育課長。 

○子ども教育課長（稲永 修司）  議案書５ページでございます。 

 議案第３号須恵中学校耐震補強工事の施工について。 

 別紙、工事を、平成２３年度及び平成２４年度に施工したいので、本議会の議決を求めるもの
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でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 須恵中学校耐震補強工事、図面番号１、工事箇所、上須恵、工事名、須恵中学校耐震補強工事、

須恵中学校の耐震診断結果に基づき、耐震補強工事を行うものでございます。 

 ７ページ、８ページに工事箇所図を添付しておりますので、御参照ください。 

 工事量。本館鉄骨ブレース補強３カ所、旧館鉄骨ブレース補強３カ所、旧館増設壁補強１０カ

所、旧館壁面ブレース補強２カ所、昇降口等、はり下鉄骨補強１３カ所、電気設備工事一式、機

械設備工事一式。 

 事業費１億３,７０７万４,０００円。財源内訳、国庫補助金７,５８７万８,０００円、町債

６,１１０万円、一般財源９万６,０００円でございます。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 よって、議案第３号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第３号須恵中学校耐震補強工事の施

工についてを総務建設産業委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第８．議案第４号 

○議長（三  良人）  日程第８、議案第４号平成２３年度須恵町一般会計補正予算（第４号）を

議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。今泉総務課長。 

○総務課長（今泉 俊裕）  議案第４号平成２３年度須恵町一般会計補正予算（第４号）について、

提案理由の説明をいたします。 

 別冊の、歳入歳出補正予算書をお願いいたします。４ページをお開きください。 

 平成２３年度須恵町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億

７,８３２万９,０００円を追加し、補正後、総額を歳入歳出それぞれ８０億８,５６９万円とす

る。第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに、補正後の歳入歳

出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。今回の補正は、年度末を控えまして、歳入歳

出それぞれ決算見込み額により増減調整を行っております。 

 第２条地方債の補正でございますが、地方債の追加変更は、第２表地方債補正による。 

 第３条繰越明許費。地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用する
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ことができる経費は、第３表繰越明許費による。 

 次の５ページをお願いいたします。 

 第１表歳入でございますが、主なものを申し上げます。 

 ９款地方交付税につきましては、留保しておりました額を全額計上いたしております。 

 １３款国庫支出金第２項国庫補助金において、須恵中学校耐震補強工事の補助金の追加が主な

ものでございます。 

 １７款繰入金。財政調整基金からの繰り入れの減額、１億円の減額でございます。 

 １９款諸収入４項受託事業収入につきまして、内原・大谷線道路整備受託事業収入の減額

２,９２２万９,０００円でございます。 

 ２０款町債。第二幼児園建設、須恵中学校耐震補強工事に充当するための起債及び繰上償還の

ための借り替え債の追加で１億６,１６２万円の追加でございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 歳出でございますが、全体を通して、職員の人件費の共済費につきまして、負担率のアップに

伴う増額補正を行っております。 

 それ以外の主なものは、２款総務費１項総務管理費で県道志免・須恵線道路建設関連の用地取

得費２,０２０万円の減額、地域公共交通活性化協議会補助金の１,０２３万４,０００円の減額、

３款民生費１項社会福祉費では、国民健康保険特別会計への赤字補てん１億３,０００万円、

２項児童福祉費については、子ども手当の不要額の減額２,０６６万８,０００円の減額を計上し

ております。 

 ４款衛生費２項清掃費で、清掃施設組合への負担金３,０１４万円の減額。 

 ８款土木費２項道路橋梁費で、内原・大谷線道路改良など各工事費の減額、合わせて３,８８２万

９,０００円の減額。 

 ５項下水道費。公共下水道事業特別会計への繰出金の減額１,２９１万５,０００円。 

 ９款消防費。粕屋南部消防組合負担金の減額等で５９９万５,０００円の減額。 

 ７ページ。 

 １０款教育費でございますが、３項中学校費において、須恵中学校耐震補強工事１億３,７０７万

４,０００円の追加。 

 １２款公債費につきましては、繰上償還を行うための追加計上７,５２２万円でございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 第２表地方債補正でございますが、１、追加としまして、起債の目的、第二幼児園建設事業債

限度額３,２５０万円、須恵中学校耐震補強事業債６,１１０万円、須恵東中学校用地取得事業借

り替え債７,４６０万円、これは、繰上償還に充てるための借り替え債でございます。起債の方
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法は、証書借り入れ、利率４％以内、償還の方法は以下に記載のとおりであります。 

 続きまして、２、変更でございますが、起債同意額の確定により、借り入れ限度額の変更を行

っております。臨時財政対策債限度額４億４,２００万円を、変更後は４億３,８２２万円。一般

会計出資債８２０万円を７１０万円。消防施設整備事業債６６０万円を４９０万円に変更するも

のでございます。起債の方法、利率、償還の方法については、変更ございません。 

 ９ページをお願いいたします。 

 第３表繰越明許費ですが、２４年度に繰り越して使用することができる経費として、１０款教

育費３項中学校費。事業名、須恵中学校耐震補強工事、金額１億３,７０７万４,０００円の繰越

明許費を設定するもので、この事業は、国の３次補正による平成２３年度配分の国庫補助金を受

けて実施する事業で、２３年度の予算に計上し、２４年度に繰り越して事業を実施するものであ

ります。 

 以上でございます。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 よって、議案第４号を、議長を除く１３人で構成する予算審査特別審査委員会に付託したいと

思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第４号平成２３年度須恵町一般会計

補正予算（第４号）を予算審査特別委員会に付託します。 

 なお、正副委員長については、調整ができておりますので報告します。 

 委員長に合屋伸好議員、副委員長に今村桂子議員であります。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第９．議案第５号 

○議長（三  良人）  日程第９、議案第５号平成２３年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。安部住民課長。 

○住民課長（安部 健一）  補正予算書４４ページをお願いいたします。 

 議案第５号平成２３年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について、御説明い

たします。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４,７３６万７,０００円を減額し、歳

入歳出それぞれ２９億７,７６５万１,０００円とするものでございます。 

 款項の区分及び金額は、第１表歳入歳出予算補正により説明いたします。 

 ４５ページ、お願いいたします。 
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 歳入につきましては、１款１項国民健康保険税は、１月末の収納額で決算見込みを立て

１,４２８万１,０００円を増額補正いたしております。 

 ３款１項国庫負担金２項国庫補助金は、２月の国の変更申請に基づき補正いたしております。

また、本年度、財源不足２億６,１８０万円の減額は、決算見込みにより、赤字額が１億

３,０００万円程度見込まれ、一般会計から補てんすることにより全額減額いたしております。 

 ４款療養給付費交付金、６款県支出金、７款共同事業交付金の補正は、決算見込みにより補正

いたしております。 

 ８款一般会計繰入金は、法定内繰入金の確定による補正と、２３年度決算見込みにおいて財源

不足が見込まれますので、今回、一般会計より１億３,０００万円繰り入れいたしております。 

 ４６ページ。 

 歳出ですが、２款保険給付費２,７７９万円の減額補正は、療養諸費、高額療養費、出産育児

諸費、葬祭諸費において、４月支払いまでの医療費の見込みにより補正いたしております。 

 ７款共同事業拠出金は、各拠出金の確定見込みによる補正と、８款１項特定健康診査等事業費

の減額補正は、実績による委託料の減額補正でございます。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 よって、議案第５号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第５号平成２３年度須恵町国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）を文教厚生委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１０．議案第６号 

○議長（三  良人）  日程第１０、議案第６号平成２３年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。安部住民課長。 

○住民課長（安部 健一）  ６３ページをお願いいたします。 

 議案第６号平成２３年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、御説明

いたします。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９０５万２,０００円を減額し、歳入

歳出それぞれ２億３,０１０万９,０００円とするものでございます。款項の区分及び金額は、第

１表歳入歳出予算補正により説明いたします。 

 次のページをお願いいたします。 
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 歳入につきましては、１款１項後期高齢者保険料９１７万８,０００円の減額補正は、決算見

込みにより特徴と普通徴収保険料を補正いたしております。 

 ４款１項他会計繰入金の補正は、人件費を補正いたしておりますので、事務費繰入金を増額補

正いたしております。 

 次のページ。 

 歳出ですが、総務費においては人件費の補正。２款後期高齢者医療広域連合納付金の補正は、

保険料の収納見込みと保険基盤安定繰入金が確定いたしておりますので、補正いたしております。 

 以上、御審議方よろしくお願いします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 よって、議案第６号を文教厚生委員に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第６号平成２３年度須恵町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）を文教厚生委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１１．議案第７号 

○議長（三  良人）  日程第１１、議案第７号平成２３年度須恵町公共下水道事業特別会計補正

予算（第２号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。今泉上下水道課長。 

○上下水道課長（今泉 智明）  別冊の補正予算書７０ページをお願いいたします。 

 議案第７号平成２３年度須恵町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について、御説明

さしていたします。 

 歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額からそれぞれ２,４０７万３,０００円を減

額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ９億３,６８１万８,０００円とする。２項歳入歳出予算の

金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 地方債の補正。第２条地方債の変更は、第２表地方債補正による。 

 繰越明許費。第３条地方税法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越しして使用できる

経費は、第３表繰越明許費による。 

 ７１ページをお願いいたします。 

 第１表歳入歳出予算補正。歳入。主なものは、１款１項負担金補正額２,６１４万２,０００円、

現年度分受益者負担金の補正でございます。 

 ２款１項使用料補正額５３０万円は、１２月までの実績と３月までの見込みでございます。 

 ５款１項他会計繰入金マイナス１,２９１万５,０００円は、一般会計繰入金の減額でございま
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す。 

 ８款１項町債、補正額マイナス４,２６０万円は下水道事業債、工事量の減に伴うものでござ

います。 

 ７２ページをお願いいたします。 

 歳出。主なものは、１款１項総務管理費、補正額２,３２３万２,０００円の増額は、委託料、

負担金補助及び交付金等の執行残の減額５４１万１,０００円を減額し、下水道施設整備基金積

立金２,８６４万３,０００円を計上し、これらを差し引いての補正でございます。 

 ２款１項下水道事業費、補正額マイナス４,７３０万５,０００円は、請負工事費、負担金等の

落札残、補償補てん費の賠償金等の不要額を減額するものでございます。 

 ７３ページをお願いいたします。 

 第２表地方債補正。１、変更、起債の目的、下水道事業債、多々良川流域下水道建設負担金分

限度額３,５００万円を３,０４０万円に変更。２３年度の流域下水道の建設の確定による減額で

ございます。多々良川流域関連公共下水道分限度額２億２,０２０万円を１億８,２２０万円に変

更。町工事量の減に伴う、及び落札残等による減額でございます。 

 ７４ページをお願いいたします。 

 第３表繰越明許費２款下水道事業費２項下水道事業費。 

 事業名、公共下水道事業、管渠築造工事、金額は２７０万円で、この繰越明許費の２７０万円

につきましては、県道新設歩道内に埋設する計画が、現在の県道新設工事の構造の変更等により、

工事工期の変更に伴いまして、２３年度中に完了が見込めないために繰り越すものでございます。 

 以上、審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 よって、議案第７号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第７号平成２３年度須恵町公共下水

道事業特別会計補正予算（第２号）を総務建設産業委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１２．議案第８号 

○議長（三  良人）  日程第１２、議案第８号平成２３年度須恵町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第２号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。今泉上下水道課長。 

○上下水道課長（今泉 智明）  別冊の補正予算書、８１ページをお願いいたします。 

 議案第８号平成２３年度須恵町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について、御説



- 25 - 

明いたします。 

 歳入歳出予算の補正。第１条歳入歳出予算の総額からそれぞれ２１７万３,０００円を減額し、

歳入歳出それぞれ９,４３１万７,０００円とする。 

 ２項歳入歳出予算の補正後の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 ８２ページをお願いいたします。 

 第１表歳入歳出予算補正。 

 歳入。１款１項分担金補正額１７万９,０００円の増額は、現年度受益者分担金によるもので

ございます。 

 ２款１項使用料、補正額１３万１,０００円の増額は、繰り越し分下水道使用料でございます。 

 ３款１項他会計繰入金、補正額マイナス２４８万３,０００円の減額は、一般会計繰入金の減

額でございます。 

 ８３ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 １款１項総務管理費、補正額マイナス１６万３,０００円の減額は、決算見込みによるもので

ございます。 

 ２款１項農業集落排水事業、補正額マイナス２０１万円は、需用費等の決算見込みによるもの

でございます。 

 以上、審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 よって、議案第８号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第８号平成２３年度須恵町農業集落

排水事業特別会計補正予算（第２号）を総務建設産業委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１３．議案第９号 

○議長（三  良人）  日程第１３、議案第９号平成２３年度須恵町水道事業会計補正予算（第

３号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。今泉上下水道課長。 

○上下水道課長（今泉 智明）  別冊の８８ページをお願いいたします。 

 議案第９号平成２３年度須恵町水道事業会計補正予算（第３号）について、御説明いたします。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的支出の予算額を次のとおり補正する。 

 支出。第１款第１項営業費用、補正予定額マイナス１,１２３万円。主なものは、原水及び浄
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水費の委託料執行残等の決算見込みによる減額でございます。 

 第３条、予算第４条に定めた資本的収入の予算額を次のとおり補正する。 

 収入。第１款第１項負担金、補正予定額マイナス３,８００万円の減額は、下水道工事に伴い

ます工事負担の減額で、これは、工事量の減に伴うものでございます。 

 支出。第１款第１項改良費、補正予定額マイナス３,２００万円の減額は、下水道工事に伴う

工事請負費の減、これも、工事量の減に伴うものでございます。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億５,６２９万８,０００円は、損益勘定留保

資金で補てんするものとする。 

 以上、審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 よって、議案第９を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議議案第９号平成２３年度須恵町水道事

業会計補正予算（第３号）を総務建設産業委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１４．議案第１０号 

○議長（三  良人）  日程第１４、議案第１０号須恵町子宝応援手当支給条例を廃止する条例の

制定についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。稲永子ども教育課長。 

○子ども教育課長（稲永 修司）  議案書の１５ページをお願いいたします。 

 議案第１０号須恵町子宝応援手当支給条例を廃止する条例の制定について。 

 須恵町子宝応援手当支給条例を廃止する条例、須恵町子宝応援手当支給条例（平成２１年須恵

町条例第２号）は廃止する。 

 本条例は、子宝応援手当の支給につきましては、平成２３年度をもって終了いたしますので、

本条例を廃止するものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は平成２４年４月１日から施行するものでございます。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 よって、議案第１０号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１０号須恵町子宝応援手当支給条

例を廃止する条例の制定についてを文教厚生委員会に付託します。 
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――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１５．議案第１１号 

○議長（三  良人）  日程第１５、議案第１１号須恵町営住宅管理条例を廃止する条例の制定に

ついてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。畑江健康福祉課長。 

○健康福祉課長（畑江 達也）  議案書の１６ページをお願いいたします。 

 議案第１１号須恵町営住宅管理条例を廃止する条例の制定について。 

 須恵町営住宅管理条例を廃止する条例、須恵町営住宅管理条例（平成９年須恵町条例第

２７号）は廃止する。 

 老朽化によりまして、平成２１年度に解体をしておりますので、条例の廃止をするものでござ

います。 

 なお、附則といたしまして、この条例は平成２４年４月１日から施行するものでございます。 

 御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 よって、議案第１１号を文教厚生委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１１号須恵町営住宅管理条例を廃

止する条例の制定についてを文教厚生委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１６．議案第１２号 

○議長（三  良人）  日程第１６、議案第１２号単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び

基準に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。今泉総務課長。 

○総務課長（今泉 俊裕）  議案書の１７ページをお開きください。 

 議案第１２号単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正す

る条例。 

 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。 

 この改正は、現在、単純な労務に雇用される職員、単労と呼んどりますがその職員の給料表を

本条例において定めておりますが、今回、１９ページ以下に掲載をいたしております別記１の行

政職給料表（２）を条例から削除し、規則で定めることとするものでございます。 

 ちなみに、現在、この、単純な労務に雇用される職員は、平成１１年７月末に退職されて以来、

現在、該当者はおりません。 
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 附則としまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

 以上、御審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 よって、議案第１２号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１２号単純な労務に雇用される職

員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を総務建設産業委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１７．議案第１３号 

○議長（三  良人）  日程第１７、議案第１３号須恵町税条例の一部を改正する条例を議題とし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。百田税務課長。 

○税務課長（百田 順二）  議案書２６ページをお願いいたします。 

 議案第１３号須恵町税条例の一部を改正する条例。 

 須恵町税条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり提出するものでございます。 

 提案理由。経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法、地方税法施行

令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令、並びに、東日本大震災か

らの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨

時特例に関する法律が平成２３年１２月２日に交付されたので、これによるものでございます。 

 新旧対照表を２９ページから３１ページに添付しております。 

 要約したものを２７ページに出しております。 

 たばこ税の税率でございます。第９５条中４,６１８円を５,２６２円に改めるものでございま

す。 

 附則としまして、９条を次のように改める。第９条削除。 

 次に、町たばこ税税率の特例でございます。附則１６条の２の１項中２,１９０円を２,４９５円

に改めるものでございます。 

 次に、個人の町民税の税率の特例等でございます。 

 第２５条、平成２６年度から平成３５年度までの各年度分の個人の町民税に限り、均等割を税

率は第３１条第１項の規程にかかわらず同項に規定する額に５００円を加算した額とするもので

ございます。 

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行する。ただし、次の各号に挙げる規程は当

該各号に定める日から施行するものでございます。 
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 町民税の、町民税に関する経過措置でございます。 

 平成２４年１２月３１日に支払うべき退職手当等の町税条例第５３条２項に規定する退職手当

等に係るこの条例に、改正前の町税条例附則第９条第１項に規定する分離課税に係る所得割につ

いては、なお、従前の例による。 

 たばこ税に関する経過措置。平成２５年４月１日以前に課した又は課すべきであった町たばこ

税については従前の例によるものでございます。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 よって、議案第１３号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１３号須恵町税条例の一部を改正

する条例を総務建設産業委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第１８．議案第１４号 

日程第１９．議案第１５号 

○議長（三  良人）  日程第１８、議案第１４号須恵町学校施設開放の管理運営に関する条例の

一部を改正する条例、日程第１９、議案第１５号須恵町立社会体育施設の管理運営に関する条例

の一部を改正する条例、以上、２議案を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。川津社会教育課長。 

○社会教育課長（川津 政文）  議案書の３２ページをお願いいたします。 

 議案第１４号須恵町学校施設開放の管理運営に関する条例の一部を改正する条例。 

 須恵町学校施設開放の管理運営に関する条例の一部を改正する条例（昭和５４年須恵町条例第

４号）の１部を次のように改正する。 

 次のページの新旧対照表をお願いいたします。 

 昭和３６年に制定されましたスポーツ振興法が全部改正となりまして、スポーツ基本法に改め

られるものでございます。 

 第１条中「スポーツ振興法（昭和３６年法律第１４１号）」を「スポーツ基本法（平成２３年

法律第７８号）」に改める。 

 第２条中「スポーツ振興法第２条」を「スポーツ基本法第２条」に改めるものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 議案第１５号須恵町立社会体育施設の管理運営に関する条例の一部を改正する条例。 

 須恵町立社会体育施設の管理運営に関する条例の一部を改正する条例（昭和４８年須恵町条例
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第２２号）の一部を次のように改正する。 

 次のページの新旧対照表をお願いいたします。 

 この議案につきましても、先ほど申し上げました昭和３６年に制定されましたスポーツ振興法

の全部改正によるものでございます。 

 第１条中「スポーツ振興法（昭和３６年法律第１４１号）」を「スポーツ基本法（平成２３年

法律第７８号）」に改める。 

 第２条中「スポーツ振興法第２条」を「スポーツ基本法第２条」に改めるものでございます。 

 以上でございます。審議、よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。――討論なしと認めます。 

 お諮りします。議案第１４号及び議案第１５号を一括して採決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１４号及び議案第１５号を一括採

決します。 

 本案は、原案のとおり決することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第１４号及び議案第１５号は原案のと

おり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第２０．議案第１６号 

日程第２１．議案第１７号 

日程第２２．議案第１８号 

○議長（三角 良人）  日程第２０、議案第１６号須恵町社会教育委員に関する条例の一部を改正

する条例、日程第２１、議案第１７号須恵町立美術センター久我記念館の設置及び管理運営に関

する条例の一部を改正する条例、日程第２２、議案第１８号須恵町文化会館の設置及び管理運営

に関する条例の一部を改正する条例、以上、３議案を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。川津社会教育課長。 

○社会教育課長（川津 政文）  議案書の３６ページをお願いいたします。 

 議案第１６号須恵町社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例。 

 須恵町社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例（昭和４７年須恵町条例第１１号）の

一部を次のように改正するものでございます。 

 次のページの新旧対照表をお願いいたします。 
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 社会教育法の１部改正に伴うものであります。 

 第３条第２項中「関係者」の次に「及び家庭教育の向上に資する活動を行う者」を加えるもの

でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 議案第１７号須恵町立美術センター久我記念館の設置及び管理運営に関する条例の一部を改正

する条例でございます。 

 須恵町立美術センター久我記念館の設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条例（平

成１８年須恵町条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

 次のページの新旧対照表をお願いいたします。 

 博物館法の一部改正に伴うものであります。 

 第８条中第４項中でござますが、「協議会の委員の定数は１０名以内とし、教育委員会が任命

する」を「協議会の委員の定数は１０名以内とし、学校教育及び社会教育の関係者及び家庭教育

の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者のある者の中から、教育委員会が任命する」に改

めるものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 議案第１８号須恵町文化会館の設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条例でござい

ます。 

 須恵町文化会館の設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条例（平成５年須恵町条例

第１７号）の一部を次のように改正するものでございます。 

 次のページの新旧対照表をお願いいたします。 

 これにつきましても、社会教育法の一部改正に伴うものであります。 

 第５条に次の１項を加えるものでございます。「３項、協議会委員は学校教育及び社会教育の

関係者及び家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者のある者の中から、教育委員

会が委嘱する」。 

 以上でございます。審議、よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。――討論なしと認めます。 

 お諮りします。議案第１６号から議案第１８号を一括して採決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第１６号から議案第１８号を一括採

決します。 

 本案は、原案のとおり決することに御賛成の方は起立願います。 
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〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第１６号から議案第１８号は原案のと

おり可決されました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第２３．議案第１９号 

○議長（三  良人）  日程第２３、議案第１９号須恵町都市計画下水度事業受益者負担に関する

条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。今泉上下水道課長。 

○上下水道課長（今泉 智明）  議案書４２ページでございます。 

 議案第１９号須恵町都市計画下水度事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例です。 

 これは、第１次一括法第３５条に伴い、下水道法の一部を改正するものでございます。 

 須恵町都市計画下水度事業受益者負担に関する条例（平成７年須恵町条例第２号）の一部を次

のように改正する。第３条中「規定により認可を受けた」を「規定」に改めるものでございます。

これは、大臣の承認が不要となり、都道府県知事との協議に改めるものでございます。 

 附則として、２４年４月１日から施行するものでございます。 

 以上、審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。――討論なしと認めます。 

 よって、議案第１９号について採決に入ります。本案は、原案のとおり決することに御賛成の

方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（三  良人）  起立多数であります。よって、議案第１９号は原案のとおり可決されまし

た。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第２４．議案第２０号 

日程第２５．議案第２１号 

○議長（三角 良人）  日程第２４、議案第２０号町営路線の区域の変更について、日程第２５、

議案第２１号町営路線の認定について、以上、２議案を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。安川建設産業課長。 

○建設産業課長（安川 敏幸）  議案書４４ページをお願いいたします。 

 議案第２０号町営路線の区域の変更について。 

 別紙、町営路線の区域の変更をしたいので、本議会の議決を求めるものです。 
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 提案理由につきましては、須恵字松ケ浦の開発に伴い、変更認定を行うものです。 

 議案書４５ページをお願いいたします。４６ページに箇所図を添付しておりますのでよろしく

お願いいたします。 

 図面番号１、路線番号、その他２４８、路線名、須恵上組３号線、延長旧６４０メートル、新

１４４.２メートルでございます。起点、終点、最大幅員、最小幅員につきましては、記載のと

おりでございます。 

 続きまして、４７ページをお願いいたします。 

 議案第２１号町営路線の認定についてでございます。 

 道路認定理由は、開発行為による起点、終点の変更によるものです。 

 議案書４８ページをお願いいたします。 

 ４９ページに箇所図を添付しておりますのでよろしくお願いいたします。 

 図面番号１、路線番号、その他４９７、路線名、須恵上組６号線、延長３９９.４メートルで

ございます。起点、終点、最大幅員、最小幅員につきましては、記載のとおりでございます。 

 以上、御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 よって、議案第２０号及び議案第２１号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第２０号及び議案第２１号を総務建

設産業委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第２６．議案第２２号 

○議長（三  良人）  日程第２６、議案第２２号第二幼児園建設工事の施工についてを議題とし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。稲永子ども教育課長。 

○子ども教育課長（稲永 修司）  議案書５０ページをお願いします。 

 議案第２２号第二幼児園建設工事の施工について。 

 別紙工事を平成２４年度に施工したいので本議会の議決を求めるものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 第二幼児園建設工事 図面番号１、工事箇所、旅石、工事名、第二幼児園建設工事。 

第二幼児園の園舎の建築及び外構工事を行うものでございます。 

 ５２ページに建築平面図を添付しておりますので御参照ください。 
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 工事量、木造平屋建て、延べ床面積、２,００４.１６平方メートル、建築本体工事一式、電気

設備工事一式、給排水衛生空調設備工事一式。 

 事業費４億７,０００万円。財源内訳、町債３億５,１８０万円、一般財源１億１,８２０万円

でございます。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 よって、議案第２２号を各委員会に付託したいと思いますが御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第２２号第二幼児園建設工事の施工

についてを各委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第２７．議案第２３号 

○議長（三  良人）  日程第２７、議案第２３号社会教育施設下水道排水設備工事の施工につい

てを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。川津社会教育課長。 

○社会教育課長（川津 政文）  議案書５３ページをお願いいたします。 

 議案第２３号社会教育施設下水道排水設備工事の施工について。 

 別紙、工事を平成２４年度に施工したいので本議会の議決を求めるものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 図面番号１、工事箇所、上須恵、工事名、文化会館下水道排水設備工事。アザレアホールの排

水を公共下水道に接続するものでございます。工事量、排水設備工事、工事長、１８.８メート

ル、硬質塩化ビニール管１８.４メートル、小口径汚水桝３カ所、以下記載のとおりでございま

す。事業費７４０万円、財源内訳、一般財源７４０万円でございます。 

 図面番号２、工事箇所、上須恵、工事名、あおば会館周辺施設下水道排水設備工事。周辺の施

設であります健康広場管理棟、地域活性化センター、武道場、カルチャーセンターを公共下水道

に接続するものであります。工事量、排水設備工事、工事長１２８.９メートル、硬質塩化ビ

ニール管１２７.４メートル、塩ビ製人孔５カ所、小口径汚水桝２カ所、以下記載のとおりでご

ざいます。事業費１,５７３万５,０００円。財源内訳、一般財源１,５７３万５,０００円。 

 なお、位置図につきましては、５５、５６ページをごらんいただきたいと思います。 

 以上でございます。審議、よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 よって、議案第２３号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第２３号社会教育施設下水道排水設

備工事の施工についてを総務建設産業委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第２８．議案第２４号 

○議長（三  良人）  日程第２８、議案第２４号土木工事の施工についてを議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。安川建設産業課長。  

○建設産業課長（安川 敏幸）  議案書５７ページをお願いいたします。 

 議案第２４号土木工事の施工について。 

 別紙、工事を、平成２４年度に施工したいので本議会の議決を求めるものであります。 

 議案書５８ページをお願いいたします。 

 事業名は、道路改良事業であります。 

 図面番号１、工事箇所、須恵、工事名、城山上組４号線道路改良工事。 

 ５９ページに箇所図を添付しておりますのでよろしくお願いいたします。 

 この城山地区につきましては、老朽化した無蓋側溝及び傷んだ舗装を計画的に改良し、幅員の

確保を図るもので、進捗率は、２３年度末で２７.５％でございます。 

 工事量は、工事長２４０メートル、工種につきましては、排水工４７３.４メートル、集水桝

５カ所、横断暗渠７.７メートル、舗装工８２３平方メートルを予定しております。事業費は

１,９５０万円。財源内訳は、一般財源１,９５０万円でございます。 

 以上、御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 よって、議案第２４号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第２４号土木工事の施工についてを

総務建設産業委員会に付託します。 

 ここでお諮りします。昼食休憩をしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、昼食休憩といたします。 

 再開を１３時といたします。 

 休憩に入ります。 

午前11時57分休憩 

……………………………………………………………………………… 
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午後１時00分再開 

○議長（三  良人）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第２９．議案第２５号 

○議長（三  良人）  日程第２９、議案第２５号下水道工事の施工についてを議題とします。提

案理由の説明を求めます。今泉上下水道課長。 

○上下水道課長（今泉 智明）  議案書６０ページをお願いいたします。 

 議案第２５号下水道工事の施工について。 

 別紙、工事を、平成２４年度に施工したいので本議会の議決を求めるものでございます。 

 ６１ページをお願いいたします。 

 公共下水道事業１から８までの箇所図を６３ページから７０ページに添付しておりますので御

参照ください。 

 図面番号１番、工事箇所、旅石、赤坂地区管渠築造工事、箇所図６３ページです。高速先ミニ

ストップ前より高速上り入り口までと、県道接続道路の歩道内に埋設いたします。工事長

３９７メートル、開削工法で、硬質塩化ビニール管の１５０ミリを深さ１.５メートルに埋設い

たします。人孔７カ所附帯工です。 

 図面番号２番、工事箇所、大島原、大島原地区管渠築造工事、箇所図６４ページです。中学校

体育館付近と学校正門付近及び熊本橋付近の面整備。工事長が３９７.２メートルで、開削工法

で、硬質塩化ビニール管２００ミリと１５０ミリを深さ２.５メートルに埋設いたします。人孔

２７カ所附帯工です。 

 図面番号３番、工事箇所、上須恵、上須恵地区管渠築造工事、箇所図６５ページです。昨年度

の残りの分でございまして、上須恵城山地区から久我美術館までの面整備。工事長１９４.６メー

トルで、開削工法で、硬質塩化ビニール管２００ミリを深さ１.６メートルに埋設いたします。

人孔２カ所附帯工です。 

 図面番号４番、工事箇所、山の神、山の神地区管渠築造工事、箇所図６６ページです。山の神

区の６丁目及び８丁目、９丁目、１０丁目の面整備。工事長９１２メートルで、開削工法で、硬

質塩化ビニール管２００ミリを深さ１.５メートルに埋設いたします。人孔１０カ所附帯工です。 

 同じく、図面番号４番で、工事箇所、山の神、山の神地区取付管埋設工事、箇所図も同じく

６６ページです。山の神の２丁目及び４丁目の共有地内の面整備でございます。工事長

２６５.８メートル、開削工法で、硬質塩化ビニール管の１５０ミリを１メートル深さに埋設い

たします。 

 ６２ページをお願いたします。 
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 図面番号５番、工事箇所、新原、新原地区管渠築造工事、箇所図６７ページです。 

 めぐみ保育園前と新原谷組合及びスーパー「ビーンズ」横の日の出三組合の面整備です。工事

長９１２.４メートル、開削工法で、硬質塩化ビニール管の１５０ミリを深さ２メートルに埋設

いたします。人孔９カ所附帯工です。 

 図面番号６番、工事箇所、南米里、新原工業団地管渠築造工事、箇所図６８ページです。工業

団地の高台にあります金属プレス団地の排水管が、現在、旧本州製紙側ののり面にありまして、

管理ができないために、全面道路内に敷設がえするものでございます。工事長４１４.５メート

ル、開削工法で、硬質塩化ビニール管の１５０ミリを深さ２メートルに埋設いたします。人孔

１カ所附帯工です。 

 図面番号７番で、工事箇所、上須恵・南米里、上須恵・南米里地区実施設計測量業務委託でご

ざいます。箇所図が６９ページです。上須恵の深田池横の向２組合及び新男鳥池の上の南米里

７組合でございます。委託面積が２.５６ヘクタール、測量面積も同じです。設計延長は

５７２メートルです。 

 図面番号８番、工事箇所、大島原、須恵１０号汚水幹線及び大島原地区実施設計測量業務委託

です。箇所図７０ページです。大島原４組とパチンコ「ワンダーランド」周りでございます。委

託面積が４.４７ヘクタール、測量面積も同じです。設計延長が９４４メートルです。 

 それから、番号なしの補償費は、管渠築造工事に伴います水道管切りかえ工事です。 

 ６１ページに戻りまして、事業費４億８,０５０万円。財源内訳、国庫補助１億３,３５０万円、

町債３億２,２９０万円、一般財源２,４１０万円です。 

 以上、審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 よって、議案第２５号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第２５号下水道工事の施工について

を総務建設産業委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第３０．議案第２６号 

○議長（三  良人）  日程第３０、議案第２６号水道工事の施工についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。今泉上下水道課長。 

○上下水道課長（今泉 智明）  議案書７１ページでございます。 

 議案第２６号水道工事の施工について。 

 別紙、工事を平成２４年度に施工したいので本議会の議決を求めるものでございます。 



- 38 - 

 ７２ページをお願いいたします。 

 水道事業１から７までの箇所図を７４ページから８０ページに添付しておりますので御参照く

ださい。 

 図面番号１番、工事箇所、旅石、赤坂地区水道管敷設工事。箇所図７４ページです。県道新設

道路の歩道内に埋設いたします。工事長が７２５メートルで、高速道路側の歩道内に口径

１００ミリを、西地区側の歩道内に口径７５ミリを敷設いたします。 

 図面番号２番から６番につきましては、先ほどの全下水道工事に伴います水道管切りかえ工事

と御理解いただきたいと思います。工事量につきましては記載のとおりでございます。内容は、

仮設管を下水道工事前に先行して行います。本管は、下水道管埋設後に下水道掘削断面内に敷設

していきます。延長につきましては、下水道工事延長と異なる地区がありますが、これは、接続

のために改良工事を行う箇所及び既設管がない箇所に伴って、延長が異なります。 

 ７３ページをお願いいたします。 

 ７番、工事箇所、須恵町道火焼・柴原線水道管改良工事でございます。８０ページです。昨年

の石綿管切りかえ工事に伴いまして、既設管の改良を行うものでございます。工事量、工事長

１１６メートル、ダクタイル鋳鉄管の１５０ミリを埋設いたします。 

 ７２ページに戻りまして、事業費１億３,０００万円。財源内訳、一般財源１億３,０００万円

です。 

 以上、審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 よって、議案第２６号を総務建設産業委員会に付託したいと思いますが御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第２６号水道工事の施工についてを

総務建設産業委員会に付託します。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第３１．議案第２７号 

日程第３２．議案第２８号 

日程第３３．議案第２９号 

日程第３４．議案第３０号 

日程第３５．議案第３１号 

日程第３６．議案第３２号 

○議長（三  良人）  日程第３１、議案第２７号平成２４年度須恵町一般会計予算の提出につい

て、日程第３２、議案第２８号平成２４年度須恵町国民健康保険特別会計予算の提出について、
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日程第３３、議案第２９号平成２４年度須恵町後期高齢者医療特別会計予算の提出について、日

程第３４、議案第３０号平成２４年度須恵町公共下水道事業特別会計予算の提出について、日程

第３５、議案第３１号平成２４年度須恵町農業集落排水事業特別会計予算の提出について、日程

第３６、議案第３２号平成２４年度須恵町水道事業会計予算の提出について、以上、６議案を一

括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 まず、議案第２７号について、今泉総務課長。 

○総務課長（今泉 俊裕）  議案第２７号平成２４年度須恵町一般会計予算の提出について、提案

理由の説明をいたします。 

 別冊の、平成２４年度一般会計歳入歳出予算書をお願いいたします。予算書の１ページをお開

きください。 

 議案第２７号平成２４年度須恵町一般会計予算。 

 平成２４年度須恵町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ７５億７,０００万円と定める。第２項の歳

入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は第１表歳入歳出予算により御説明をいたしま

す。 

 第２条の地方債は、第２表地方債によって説明いたします。 

 第３条におきまして、一時借入金の借り入れの最高額を６億円と定めております。 

 第４条におきましては、歳出予算の流用について。同一管内における給料、職員手当等の人件

費の各項の間での流用ができる旨の規定をいたしております。 

 それでは、３ページの第１表歳入歳出予算ですが、町長の諸報告と一部重複する部分もござい

ますが、まず、歳入を説明いたします。 

 歳入の主な構成比、対前年度比較を申し上げます。 

 １款町税は、歳入全体の３２.６％、対前年比１,０２０万円、０.４％の増収を見込んでおり

ます。１項町民税は１,９００万円、４項町たばこ税については３,４００万円の増ですが、２項

固定資産税については評価替えの関係で４,０００万円の減収となっております。 

 ２款地方譲与税２項地方揮発油譲与税ですが、これは、昨年度まで地方道路譲与税という名称

でございましたが、道路特定財源の一般財源化に伴い名称が変更になっております。 

 ９款地方交付税は２７.６％、地域主権改革に沿った財源の充実を図るため、国において地方

交付税の総額が確保され、地域経済基盤強化・雇用等対策費など７,５１８万円、３.７％の増額

を見込んでおります。 

 ４ページ。 
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 １３款国庫支出金７.８％、子どものための手当国庫負担金が大幅に減額され１４.５％減少し

ております。 

 １４款県支出金５.８％、緊急雇用創出事業及びふるさと雇用基金事業の県補助金などが減額

され６.５％の減です。 

 １５款財産収入１％、九州電力地役権設定収入が減少しております。 

 １７款繰入金につきましては３.７％、減債基金からの繰り入れを２億８,０００万円予定いた

しております。 

 １９款諸収入１.３％、内原・大谷線道路整備受託事業が２３年度で終了し、受託事業収入が

減額となっております。 

 ５ページ。 

 ２０款町債１１％、第２幼児園建設事業債、ポケットパーク整備事業債等で３億７,７７０万

円の増額でございます。 

 以上が、主な歳入でございますが、１款の町税から９款の地方交付税までの一般財源の割合は

６４.７％で、１７款繰入金、２０款町債の増加に伴い、総体的に前年度に比べ３.６ポイント低

くなっております。 

 次に、６ページ。 

 歳出でございますが、まず、１款議会費は、歳出全体の１.６％で、１,８０５万円増額してお

りますが、これは、昨年度６月補正予算で計上しました地方議会議員年金制度の廃止に伴う町の

負担金を、今回、当初予算に計上した関係でその分が増加しております。 

 ２款総務費１１.９％、１０.２％増ですが、１項総務管理費に庁舎空調設備等改修工事に１億

３００万円、庁舎１階の照明をＬＥＤ電球に取りかえる費用に２４０万円。基金費で、九州電力

地役権設定収入を財政調整基金に３,２９７万円積み立てることにしております。 

 ３款民生費４０％、５億２,０００万円ほど増額しております。２項児童福祉費において、第

２幼児園建設事業費５億７７５万円などを計上しております。 

 ４款衛生費１３.２％、６.５％の減ですが、１項保健衛生費の委託料の減、２項清掃費で、須

恵町ほか２カ町清掃施設組合負担金が２,４２５万円減少しております。 

 ６款農林水産業費では、１項農業費で農業集落排水事業特別会計への繰出金５,１１３万円な

どを計上しております。 

 ７ページ。 

 ８款土木費は７.５％、７,５００万円１１.６％の減でございますが、２項道路橋梁費で内

原・大谷線道路整備受託事業の終了により１億３００万円が減り、道路新設改良費４,７００万

円、旅石・原中地区ポケットパーク整備事業に４,５００万円。５項下水道費に公共下水道事業
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特別会計への繰出金２億８,０００万円を計上いたしております。 

 ９款消防費では、粕屋南部消防組合への負担金２億４,１８７万円、小型動力ポンプ積載車購

入に８８０万円。 

 １０款教育費は９.５％、文化会館、あおば会館周辺施設の公共下水道への接続工事費に

２,３００万円などを計上しております。 

 １２款公債費９.９％、２.４％の減、町債借入金の償還金といたしまして、元金の償還に６億

４,７８３万円、利子の償還に９,９４４万円を計上しておりますが、利子の償還金が初めて１億

円を下回っております。 

 次に、８ページ。 

 第２表地方債でございます。 

 起債の目的、臨時財政対策債限度額４億２,８００万円、一般会計出資債１,０３０万円、消防

施設整備事業債６６０万円、第２幼児園建設事業債３億７,３４０万円、ポケットパーク整備事

業債１,６２０万円で、起債の方法は、証書借り入れとし、利率につきましては４％以内、償還

の方法は記載のとおりであります。 

 以上、提案理由の説明といたします。御審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  次に、議案第２８号及び議案第２９号について、安部住民課長。 

○住民課長（安部 健一）  別冊の特別会計歳入歳出予算書をお開きください。１ページでござい

ます。 

 議案第２８号平成２４年度須恵町国民健康保険特別会計予算について御説明いたします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２９億９,３０８万４,０００円と定めるもの

でございます。款項の区分及び金額は、第１表歳入歳出予算により説明いたします。 

 ３ページをお願いいたします。 

 歳入ですが、１款国民健康保険税５億５,３５０万８,０００円は、昨年の１１月現在の被保険

者数と平成２２年度の所得により試算いたしております。対前年度費は３.７％の増となってお

ります。 

 ３款国庫支出金は９億２０８万７,０００円で、１項国庫負担金は、国の補助率であります医

療費の３４％で計上いたしております。 

 ２項国庫補助金は、補助率９％で計上いたしております。また、本年度の財源不足金として

８,４８５万７,０００円を計上し、収支の調整をいたしております。 

 ４款の療養給付金負担金は、退職者の医療費に対し、支払い基金から交付されるものでござい

ます。 

 ５款の前期高齢者交付金は、支払い基金からの算出基準により、試算し計上いたしております。 
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 ６款１項県負担金は、歳出の高額医療費拠出金の額に補助率４分の１で計上し、２項県補助金

は、医療費の７％の補助率で計上いたしております。 

 ７款の共同事業交付金は、３０万円以上と８０万円以上の高額医療に対し、国保連合会より交

付されるもので、国保連合会からの内示額により計上いたしております。 

 ８款繰入金は、法定内繰入金を計上いたしております。 

 次のページ。 

 次に、歳出ですが、１款総務費４,０３７万６,０００円は、人件費とレセプト点検の委託料が

主なもので、２款保険給付費は２０億１,１３１万３,０００円で、１項療養諸費、２項の高額療

養費については、２３年度の決算見込みの額から２％の増で医療費を推計し、計上しております。

予算に占める割合は、全体の６６.３％となっております。出産育児諸費は５５件分、葬祭諸費

は６０件分で計上しております。 

 ３款の後期高齢者支援金、４款の前期高齢者納付金、６款の介護納付金は、支払い基金からの

算出基準により試算し計上しております。 

 ７款共同事業拠出金は、国保連合会からの内示額で計上しております。本年度の伸びは

２.１％となっております。 

 ８款の保険事業費は、特定健診並びに特定保健指導が義務づけられており、委託料において、

２３年度の受診者数が１,５１１人で、受診率３３.６％の実績となっており、過去３年間の実績

により、受診者数を１,７００人と見込み３７.８％の受診率で計上しております。 

 次に、５３ページをお願いいたします。 

 議案第２９号平成２４年度須恵町後期高齢者医療特別会計予算の提出について、御説明いたし

ます。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２億４,５４０万７,０００円と定めるもので

す。款項の区分及び金額は、第１表歳入歳出予算により説明いたします。 

 歳入ですが、１款１項後期高齢者医療保険料は、広域連合が試算した内示額で計上しておりま

す。本年度は、２年ごとの保険料改定の年であり、須恵町の被保険者数の見込みを２,４３２人

と推計され、所得割を現行９.８７％を１０.８８％に、均等割を現行５万５,２１３円を５万

５,０４５円に改定され試算されております。５.５％の増となっております。 

 ３款繰入金は、人件費と保険料軽減分を計上しております。 

 次に、歳出ですが、１款総務費は、主に人件費であり、２款後期高齢者医療広域連合納付金

２億３,０２５万３,０００円は、歳入の１款保険料と３款の保険基盤安定繰入金を広域連合へ納

付するものでございます。 

 以上、御審議方よろしくお願いします。 
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○議長（三  良人）  続いて、議案第３０号から議案第３２号について。今泉上下水道課長。 

○上下水道課長（今泉 智明）  議案第３０号平成２４年度須恵町公共下水道事業特別会計予算の

提出について。 

 別冊の７９ページをお願いいたします。 

 平成２４年度須恵町の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、それぞれ１１億７６７万４,０００円と定め

る。２項歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 地方債。第２条、地方自治法２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表地方債による。 

 ８１ページをお願いいたします。 

 第１表歳入歳出予算、１款分担金及び負担金１項負担金１,４２２万円です。前年比１５％の

減、供用開始面積が前年度より少ないために減となっております。 

 ２款使用料及び手数料１項使用料１億７,６４６万９,０００円、前年比１６.１％の増です。

２３年度の１２月までの実績及び３月までの見込み数量で計上さしていただいております。 

 ３款国庫支出金１項国庫補助金１億３,３５０万円、前年比１９.１％の減です。 

 ４款は、穴あきです。 

 ５款繰入金１項他会計繰入金２億８,００１万１,０００円です。前年比７.５％の減です。 

２項基金繰入金２,７７６万４,０００円、前年比３.２％の減です。２０年から２３年度までの

基金積み立てより２４年度分、当該分の基金を繰り入れるものでございます。 

 ７款諸収入２項還付消費税３００万円、前年比５０％の減です。前年度の実績によるものです。 

 ８款町債１項町債４億７,２７０万円、前年比２５.８％の増です。 

 ８２ページをお願いいたします。 

 歳出。１款総務費１項総務管理費１億５,９７４万２,０００円、前年比９.４％の減です。維

持管理負担金の単価額の見直しによりまして減になっております。 

 ２款１項下水道事業費５億６,５１８万８,０００円、前年比９.１％の増です。管渠築造工事

及び実施設計委託等による増でございます。 

 ３款１項公債費３億８,１７３万８,０００円、前年比５.７％の増です。元金の償還金等の増

によるものでございます。 

 ８３ページをお願いいたします。 

 第２表地方債。起債の目的、下水道事業債、多々良川流域下水道建設負担金限度額３,８６０万

円、多々良川流域関連公共下水道分限度額３億２,２９０万円、資本費平準化債公共下水道分限

度額４,１９０万円、資本費平準化債流域下水道分限度額２,１２０万円、特別措置分が限度額



- 44 - 

４,８１０万円です。起債の方法、利率償還の方法等は、従来と変わりません。 

 続きまして、１１５ページをお願いいたします。 

 議案第３１号平成２４年度須恵町の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 歳入歳出予算。第１条歳入歳出予算は、それぞれ８,０３２万７,０００円と定める。 ２項歳

入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 地方債。第２条地方自治法２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表地方債による。 

 １１７ページをお願いいたします。 

 第１表歳入歳出予算。 

 歳入。２款使用料及び手数料１項使用料１,０６８万６,０００円、前年比３.８％の減です。

２３年度１２月の実績による計上でございます。 

 ３款繰入金１項他会計繰入金５,１１３万１,０００円、前年比２３.３％の減です。 

 ４款、５款、穴あきでございます。 

 ６款町債１項町債１,８５０万円、前年比６.９％の増です。資本費平準化債分でございます。 

 １１８ページをお願いいたします。 

 歳出。１款総務費１項総務管理費６８万８,０００円、前年比９１.２％の減です。職員の減に

よるものでございます。 

 ２款１項農業集落排水事業費１,６０７万８,０００円、前年比３２.６％の減です。委託料等

の減によるものでございます。 

 ３款公債費６,２５６万１,０００円、前年並みでございます。 

 １１９ページです。 

 第２表地方債、起債の目的、下水道事業債、資本費平準化債限度額１,８５０万円、起債の方

法、利率、償還の方法等は従来と変わりません。 

 別冊の、水道事業会計予算書をお願いたします。１ページでございます。 

 議案第３２号。 

 第１条、平成２４度水道事業会計の予算を次のとおり定める。 

 第２条、業務の予定量、給水戸数９,５８２戸、前年に比べて０.２％の増の見込みです。年間

総給水量２５７万２,３０７トンです。前年比０.９％の減です。 

 年間有収水量２４１万５,３９７トンです。前年に比べて０.１％の増です。１日平均の給水量

７,０４７トン、前年比０.９％の減でございます。建設改良費１億３,５８５万３,０００円前年

に比べまして３２.１％の減です。これは、石綿改良の補助事業等の減によるものでございます。 
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 第３条、収益的収入及び支出。 

 収入。第１款水道事業収益としまして５億８,２３７万円、前年比０.８％の増です。これは、

使用水量の増を見込んでおります。 

 支出。第１款水道事業費として５億６,１２４万５,０００円、前年比１.１％の減です。主な

ものは、営業費用の原水費及び配給費等の減によるものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。 

 収入。第１款資本的収入５,０００万円、前年比５０.５％の減。石綿改修工事の減によるもの

です。 

 支出。第１款資本的支出２億１,２５３万６,０００円、前年比２４.９％の減です。排水施設

改良費で石綿管改修工事の減によるものでございます。収支の差１億６,２５３万６,０００円は、

損益勘定留保資金で補てんするものとする。 

 第５条、次に掲げる経費については、議会の議決を得なければならない分でございます。職員

の給与７,９１８万６,０００円、前年比８.２％の減です。人事異動によるものでございます。

公債費１０万円。 

 第８条、棚卸の購入限度額を６００万円と定める。前年比５０％の増です。これ、メーター機、

機器類等の価格が上昇によるものでございます。 

 以上、審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（三  良人）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑なしと認めます。 

 よって、議案第２７号から議案第３２号については、先ほど設置しました予算審査特別委員会

に付託し、審査することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（三  良人）  御異議なしと認めます。よって、議案第２７号から議案第３２号は、予算

審査特別委員会に付託し審査することに決定しました。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第３７．陳情 

○議長（三  良人）  日程第３７、国民医療と国立病院の充実強化を求める陳情書を議題としま

す。 

 本陳情は、大規模災害から国民の命を守るために、東日本大震災による教訓を生かし、災害拠

点病院などの新たな機能づけを含めて、全国ネットワークを持つ国立病院の機能強化を図ること

により、だれでも安心して医療を受けられる体制の確立を求める陳情でありますので、文教厚生

委員会に付託し、その取り扱いの審査をお願いします。 
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――――――――――――・――――・―――――――――――― 

日程第３８．陳情 

○議長（三  良人）  日程第３８、大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める陳情

書を議題とします。 

 本陳情は、看護師等の大幅増員を実現し、安全で行き届いた医療、看護、介護の拡充を図るた

め、医療社会保障予算をふやし、国民の負担を減らすことを要望する陳情でありますので、文教

厚生員会に付託し、その取り扱いの審査をお願いします。 

――――――――――――・――――・―――――――――――― 

○議長（三  良人）  以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。 

 次の本会議は、３月８日午前１０時に再開します。 

 本日は、これにて散会します。 

午後１時37分散会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 


